
孤独・孤立対策推進法の概要

概要

１．基本理念
孤独・孤立対策（孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援その他孤独・孤立の状態から脱却

することに資する取組）について、次の事項を基本理念として定める。
① 孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ること
が重要であること。

② 孤独・孤立の状態にある者及びその家族等（当事者等）の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われること。
③ 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び
社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、必要な支援が行われること。

２．国等の責務等
孤独・孤立対策に関し、国・地方公共団体の責務、国民の理解・協力、関係者の連携・協力等を規定する。

３．基本的施策
・ 孤独・孤立対策の重点計画の作成
・ 孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、多様な主体の自主的活動に資する啓発
・ 相談支援（当事者等からの相談に応じ、必要な助言等の支援）の推進
・ 関係者（国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者等）の連携・協働の促進
・ 当事者等への支援を行う人材の確保・養成・資質向上
・ 地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援
・ 孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進

４．推進体制
・ 内閣府に特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部（重点計画の作成等）を置く。
・ 地方公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び支援内容に関する協議を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める。
・ 協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。

施行期日 令和６年４月１日

趣旨

近時における社会の変化を踏まえ、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していること
により心身に有害な影響を受けている状態にある者への支援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本と
なる事項及び孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める。

→ 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す
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孤独・孤立対策

〇 社会環境の変化により人と人との「つながり」が希薄化し、コロナ禍により孤独・孤立の問題が顕在化・深刻化
※我が国は、社会関係資本に関連する指標（社会的支援（困った時にいつでも頼れる友人や親戚はいるか）等）がG7の中で下位に位置する（国連「世界幸福度報告」）

〇 今後、単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれる中、孤独・孤立の問題の深刻化が懸念
→ コロナ禍が収束したとしても、社会に内在する孤独・孤立の問題に対し、政府として必要な施策を着実に実施

背景

孤独・孤立対策

＜基本理念＞

(1) 人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得る孤独・孤立の問題に、社会全体で対応（孤独・孤立対策はすべての国民が対象）

(2) 当事者や家族等の立場に立って、施策を推進

(3) 当事者や家族等が信頼できる人と対等につながり、人と人との「つながり」を実感できる施策を推進（ウェルビーイングの向上、社会関係資本の充実も）

社会のあらゆる分野に孤独・孤立対策の視点を入れ、人と人との「つながり」をそれぞれの選択の下で緩やかに築ける社会環境づくり

→ 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す

＜基本方針＞ →具体的施策は重点計画に記載

(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする
①孤独・孤立の実態把握、「予防」の観点からの施策を推進
②支援情報の発信（ウェブサイト等）③声を上げやすい・声をかけやすい環境整備

(2)状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる
①相談支援体制の整備（「孤独・孤立相談ダイヤル」試行等）②人材育成等の支援

(3)見守り・交流の場や居場所を確保、人と人との「つながり」を実感できる地域づくり
①居場所の確保（日常の様々な分野で緩やかな「つながり」を築ける多様な「居場所」づくり等）

②アウトリーチ型支援 ③「社会的処方」の活用 ④地域における包括的支援体制

(4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動を支援、官・民・NPO等の連携を強化
①NPO等の活動への支援（各年度継続的に支援）②NPO等との対話の推進
③連携の基盤となるプラットフォームの形成（国・地方の官民連携プラットフォーム）

④行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備

「孤独・孤立対策の重点計画」で、政府が今後
重点的に取り組む具体的施策をとりまとめ。
毎年度を基本としつつ必要に応じて、重点計画
全般の見直しを検討。

⇒  孤独・孤立対策を本格実施の段階へ進めていくため、国・地方公共団体における安定的・継続的な推進体制等に係る法整備を行う2



孤独・孤立対策における地方公共団体の役割と基本的施策

（地方公共団体の責務）
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、孤独・孤立対策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつ

つ、その区域内における当事者等の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（国民の理解の増進等）
第九条 国及び地方公共団体は、孤独・孤立対策に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るととも

に、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うよう努め
るものとする。

（相談支援）
第十条 国及び地方公共団体は、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者が、当事者等

からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の支援を行うことを推進するために必要な施策を講ずるよう
努めるものとする。

（協議の促進等）
第十一条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者が相互

に連携と協働を図ることにより、孤独・孤立対策に関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者
の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるよう努めるもの
とする。

（人材の確保等）
第十二条 国及び地方公共団体は、当事者等への支援を行う人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずる

よう努めるものとする。

（孤独・孤立対策地域協議会）
第十五条 地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、

当事者等に対する支援（以下この項、次条及び第十七条第二項において単に「支援」という。）に関係する機関及
び団体、支援に関係する職務に従事する者その他の関係者（次条第二項及び第二十一条第二項において「関係機関
等」という。）により構成される孤独・孤立対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置くよう努めるものと
する。

２ （略） 3



孤独・孤立施策の効果的な推進のための関係者相互間の連携と協働の促進（第11条関係）

〇 孤独・孤立の問題は複合的な要因によるものであり、当事者等への支援を行う者それぞれ単独での対応は困難。

〇 このため、国及び地方公共団体において、官・民の取組の連携・協働を図る観点から、国、地方公共団体、当事者等
への支援を行う者、地域住民その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるよう努めるこ
とについて、規定するもの。

趣旨

官民連携プラットフォーム

取組例

・実態把握、取組方針の策定

・情報共有、相互啓発活動

・当事者等への支援

・社会資源の開発

・住民への情報発信、普及啓発活動

・人材確保・育成のための研修

地方自治体における具体の取組

孤独・孤立対策地域協議会
（第15条～第19条関係）

 当事者等支援を行う関係者で構成
 具体の支援内容について協議
 関係者に秘密保持義務（罰則付き）を

課すなど関係者間で情報共有を円滑に
行える仕組を整備

行政機関の各部署 当事者等支援を行う
民間団体

地域住民、地域団体 民間企業 その他関係団体

関係者間で顔の見える関係を構築し、連携・協働による効果的な施策を推進

※地域の実情に応じて組み立て

イメージ案
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孤独・孤立対策地域協議会（第15条～第19条関係）

 複合的な要因が背景にある孤独・孤立の状態にある当事者等への支援に当たっては、個々の状況に応じて多様なアプ
ローチや手法による分野横断的な対応が求められる。

 また、これまでは、関係者間で連携した当事者等への支援を行うに当たって個人情報の共有に関するルールがなく、
現場で支障が生じたケースがあった。

 このため、地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、
当事者等に対する支援に関係する機関等により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めるものとすると
ともに、関係者間で必要な情報の共有が円滑に図られるために必要な規定の整備を行うもの。

概要

当事者等

庁内各部署 ＮＰＯ 社会福祉
法人

社会福祉
協議会

専門職 地域組織

孤独・孤立対策地域協議会

地域住民

・必要な情報を交換し、当事者等への支援内容について協議

支援

現時点では福祉等の制度による支援の
必要はないが、孤独・孤立の状態や心身
の健康が悪化しないために何等かの支援
をする必要があると認められるような
ケースを想定。

具体例：
• 死にたいという気持ちがある。両親と

もに病気・障がいを持っており面倒を
みているがつらい。仕事はしているが
自分も精神疾患で通院中。生活全般の
相談がしたい。

• 定年退職後に突然、事故で妻を亡くし
てしまい、一人暮らしとなった。友人
が心配して訪問するも、放っておいて
くれと追い帰されてしまう。家も散ら
かり放題で、食事も十分に摂れていな
い様子。

調整機関※

連絡調整
支援の進捗管理

※調整機関は、必要に応じて協議会の構成機関等から指定できる

・協議会の従事者に秘密保持義務（罰則付き）をかけるなど、
支援に必要な情報を関係者間で共有できる仕組を整備

既存の協議体（社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業や生活困窮者法に基づく支援会議、児童福祉法に基づく要保護児童対策
地域協議会、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者支援地域協議会など）を活用した支援も可能とする運用とする予定

イメージ案
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以下参考
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孤独・孤立対策地域協議会

（孤独・孤立対策地域協議会）
第十五条 地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、当

事者等に対する支援（以下この項、次条及び第十七条第二項において単に「支援」という。）に関係する機関及び団体、
支援に関係する職務に従事する者その他の関係者（次条第二項及び第二十一条第二項において「関係機関等」とい
う。）により構成される孤独・孤立対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置くよう努めるものとする。

２ 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

（協議会の事務等）
第十六条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行

うものとする。
２ 協議会を構成する関係機関等（次項及び次条において「構成機関等」という。）は、前項の協議の結果に基づき、支

援を行うものとする。
３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等による支援の

実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、支援の対象
となる当事者等に関する情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

（協議会の孤独・孤立対策調整機関）
第十七条 協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り孤独・孤立対策調整機

関（次項及び次条において「調整機関」という。）として指定することができる。
２ 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところに

より、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機
関等相互の連絡調整を行うものとする。

（秘密保持義務）
第十八条 協議会の事務（調整機関としての事務を含む。以下この条において同じ。）に従事する者又は協議会の事務に

従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）
第十九条 第十五条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二十八条 第十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 7



参考：個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）（抄）

（利用目的による制限）
第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範

囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得
した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個
人情報を取り扱ってはならない。
３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 法令（条例を含む。以下この章において同じ。）に基づく場合
二～六 （略）

（第三者提供の制限）
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提

供してはならない。
一 法令に基づく場合
二～七 （略）

２～６ （略）

（利用及び提供の制限）
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供

してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のため

に保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、
又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保

有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人

情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人
情報を利用することについて相当の理由があるとき。

四 （略）
３・４ （略）
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地方版 「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」 推進事業 取組状況

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木
群馬

埼玉

千葉
東京

神奈川

新潟

富山石川

福井
山梨

長野

岐阜

静岡愛知

三重

滋賀京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取
島根

岡山
広島

山口
徳島

香川

愛媛 高知福岡
佐賀

長崎 熊本
大分

宮崎

鹿児島
沖縄

令和５年度 15団体

（ ■：都道府県・政令指定都市 ５団体 □：市区町村 10団体）

令和４年度 29団体

（ ■：都道府県・政令指定都市 12団体 □：市区町村 17団体）

※令和５年度は、申請時に先進性が認められた北海道（道内各地域でのPFの形成）、

登別市（サポーター養成事業の実施）、鳥取市（連携中枢都市圏での実施）、

北九州市（ＮＰＯ等支援団体に事務局機能を移管）の４団体が2年目として実施。
■北海道 ※2年目

□釧路市
□登別市 ※2年目

■青森県

■熊本市
□宇城市

□山形市
□鶴岡市

□伊勢市
□名張市■大阪府

□枚方市

□三原市
□尾道市
□府中市
□福山市 ■埼玉県

■岐阜県

■滋賀県

■京都市
■鳥取県
□鳥取市
※2年目

■徳島県■愛媛県
□宇和島市

■北九州市
※2年目

■福岡市 □市原市

□鎌倉市
□座間市

□笠岡市

□津久見市

□須坂市
□飯山市

■仙台市■富山県

□生駒市

※赤字は、令和5年度取組団体

□江東区
□品川区

□春日井市
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○ 広域の自治体で連携してPFを設置（連携中枢都市圏を形成する６町との連携）【鳥取県鳥取市】

○ PF運営の民間団体への委託 【福岡県北九州市】

設置・運営形態の工夫

○ 既存の複数の会議体を整理・統合してPFを設置 【広島県三原市】

○ 重層的支援のための会議体を基盤にしてPFを設置 【徳島県】 【愛媛県】

※その他、既存の地域づくりの連携会議（岡山県笠岡市）を基盤としてPFを設置する例、被災者支援・復興支援のための会議体（愛媛県宇和島市、

熊本県熊本市）を基盤としてPFを設置する例など

既存会議体の活用

○ 県内の全市町村が構成員として参加 【岐阜県】 【埼玉県】

○ 地方銀行、郵便局が構成員として参加 【鳥取県鳥取市】

※その他、地方銀行が参加（埼玉県、愛媛県）、農業協同組合が参加（三重県伊勢市）、商工会議所が参加（三重県伊勢市、鳥取県ほか）、

宅建業協会が参加（徳島県）の例など

○ 全国的な中間支援団体をPFのアドバイザーとし、連携してLINE相談を試行実施 【山形県山形市】

構成員等の工夫

○ ひきこもり等の悩みを抱える子ども・若者とその家族への支援（相談アプリとGIGAスクール端末の活用など）から入り広げていく例

○ 自殺予防対策から入り広げていく例 【青森県】

特定のテーマから取組み、広げていく工夫

○ 相談窓口を開設し、PF構成員の支援機関が連携して対応 【鳥取県】 【愛媛県】

○ 孤独・孤立問題を抱えた住民に早期に声がけできるよう「つながりサポーター」の養成研修を実施 【鳥取県鳥取市】

○ アートを活用した居場所づくり【神奈川県座間市】

PF構成員と連携した対策の推進

【大阪府枚方市】

設
置
上
の
工
夫

運
用
上
の
工
夫

事例①

事例②

事例③

事例④

事例①

事例⑤

事例⑥

事例③

事例①



・PFには郵便局・銀行含む多様な構成員が参加。「つながりサポーター」の養成研修、社会福祉法上の支援会議

（相談支援包括化推進会議）へのノウハウ提供などを通じて、有機的に連携できる姿となっている

・今後、連携中枢都市圏を形成する６町（鳥取県４町、兵庫県２町）と連携してPFを拡充設置する方向で取組中

鳥取県鳥取市
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・庁内で既存の会議体についての調査を実施し、それぞれの会議体を実態を整理した上で会議体を整理・統合し、

地域共生センターを事務局としたPFを設立。

・既存の各種協議体を、プラットフォームを構成する部会として配置し、複合課題によって対応が必要な事例を

バックアップする体制を整理した。

広島県三原市
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５．連携プラットフォームのイメージ図

※主な関係者（自治体、連携先支援団体、住民等）、連携における取組内容、連携による提供価値等を記載

情報発信

代表者会議

支援を求める声

きめ細やかな支援

様々な問題を抱える県民
ー生活困窮・自殺・貧困・DV・高齢者・虐待などー

相談・依頼

支援団体の照会

基礎自治体／

地域の支援団体

地域課題や

支援ニーズ等の共有支援情報の周知、意識醸成

（支援を求める声を上げやすい

風土づくり）

審査機能

支援団体の

登録申請

登録

支援ニーズ・

課題等の情報蓄積 地域課題の把握と支援策の検討

１２

４

リソースリスト

• 愛媛県内において、問題を抱える県民に対し支援を提供できる

団体のリスト

• 代表者会議の審査を経て登録が可能

• 県民から相談があった際に適切な支援先としてPFを通して紹介

運営メンバー※

等

NPO法人

自治会

企業

専門相談・支援機関
・社会福祉協議会 ・保健所

・男女参画センター ・警察署 ・児童相談所 等

引継ぎ

学識経験者(愛媛大学)

日本青年会議所愛媛ブロック協議会

生活協同組合コープえひめ

伊予銀行

県社会福祉士会

えひめリソースセンター

フジ・リテイリング

中間支援組織
等

適切な支援団体に引継ぎ

※包括的地域福祉推進ネットワーク会議の枠組みを活用

登録が想定される組織属性

市町

社会福祉協議会

民生児童委員協議会

補助金による活動支援

官民連携プラットフォーム

総合相談窓口
ひとりじゃないよ えひめダイヤル

３

・既存の重層的支援会議を基盤にPFを設置。銀行など企業も構成員として参画。

・総合相談窓口から、PFのリソースリストに登録されている支援団体までのつなぎの仕組みを構築。

愛媛県
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・PFに主体的に参画し、提言する「幹事団体」と、公募により選定される「一般団体」とでPFを構成。

・県内全市町村がPFに参画しており、定期的に意見交換会や国の動向等の共有を行い、協力的な関係を構築。

・特定の分野（複合的な分野を含む。）や特定エリアを対象としたテーマに機動的に取り組むことができるよう

に、分科会を設置予定。

岐阜県民生委員児童委員協議会
岐阜市
神戸町
岐阜市生活・就労サポートセンター
一般社団法人よりそいネットワークぎふ
特定非営利活動法人ぎふNPOセンター
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
一般社団法人岐阜県助産師会
一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク
特定非営利活動法人岐阜いのちの電話協会
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会
岐阜県

幹事団体

【幹事団体の機能】
1 PF活動の「企画」
2 PF活動の「周知・発信」
3 PF活動の「検証」
4 県の孤独・孤立対策への提言
5 規定や幹事団体の決定

プラットフォーム会議

公募により選定（選出方
法は下記の通り）。

プラットフォーム会議メン
バーを除き、全市町村40、
全市町村社協42、NPO
等支援団体70の計152
団体が参画（3月9日時
点）。

一般団体
プラットフォーム会議が中
心となって企画したPFでの
取組への参加を呼びかけ

PFでの取組
への参加

【一般団体の機能】
1 連携した支援の提供
2 連携事業の実施や分科会への参加
3 分野横断的な情報共有
4 孤独・孤立の情報発信

分科会

分科会

1 ネットワーキング
（連携強化）
2 現場情報の共有、
課題解決に向けた
事業の実施

必要に応じて
次年度以降具体化

岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム

※岐阜県地域福祉課が事務局となり、PF全体の運営・企画、
幹事団体の候補選定、一般団体の募集・審査を実施。

岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの概要

岐阜県
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・「山形市つながりよりそうプラットフォーム」を新設の組織体として設立。

・PFの第１弾事業である「つながりよりそいチャット」の運営にかかわった中間支援団体（運営を行った認定

NPO法人フローレンスと、若者支援で豊富な実績を持ち「つながりよりそいチャット」の運営を側面支援する

認定NPO法人D×P）にも声掛けし、アドバイザーとしてPFに参加。

山形市つながりよりそうプラットフォームの概要

発達支援
研究センター
（NPO）

クローバーの
会＠やまがた
（NPO）

プチユナイテッド
アスリートクラブ
（NPO）

山形市社会
福祉協議会
（社会福祉法人）

山形商工会議所
（山形市雇用対策協議会）

山形市

山 形 市 つ な が り よ り そ う プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

孤独・孤立に悩んでいる市民

機能①継続的
なニーズ把握

フローレンス
＜アドバイザー＞
（NPO）

D×P
＜アドバイザー＞
（NPO）

ひきこもり支援

労働・雇用

山形市

【凡例】（所掌分野別）

• PF各参加団体が取組を通して得た現
状や課題（市民の孤独・孤立、支援の
提供それぞれの現状、課題）を共有

機能③つながり、
よりそい機能の提供

• LINEを活用した相談支援を実施
• 事業の結果を踏まえ効果検証

山形勤労者
福祉サービス
センター

山形労働局

機能②資源の見える化、
共有・都度連携

• 市内にある支援資源を
棚卸し

• 棚卸しした支援資源や
ニーズを踏まえて、不足す
る資源を検討生活福祉課が窓口と

なり各所管課と連携アドバイザー

認定NPO法人フローレンスによるプレスリリースつながりよりそいチャットの画面

山形県山形市
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・既存のPF（子供・若者支援地域協議会）を再編し、新たに「高等学校以降の子ども・若者の支援について語らう会」を設立。

・ひきこもり等の悩みに関し、従来から幅広い世代への支援を実施してきたところ、新たなPF設立により、特に手が届かない、

将来的なひきこもりの予防にもつながる中高生への支援を検討し、PFを強化

・教育機関と連携し、GIGAスクール端末で利用できるSNS相談アプリの運用を市内小中学校で開始。

大阪府枚方市
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